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◆ 大淀町・大淀町老人クラブ連合会合同高齢者運動会（５月13日（水）予定） ➡ 中止

　問  町役場 長寿介護課（内線134）

◆ 大淀町一斉避難訓練（５月17日（日）予定） ➡ 延期

　問  町役場 総務課 安全対策推進室（内線206）

◆ムジークフェスタなら ステージカーによる出張コンサート（５月24日（日）予定） ➡ 中止

　 町文化会館　☎0747-54-2110

※ 　ムジークフェスタなら2020は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の情勢を考慮し、全公演中止とな

りました。

大淀町

ホームページ▶

新型コロナウイルス感染症に関する情報
問  大淀町新型コロナウイルス感染症対策本部　事務局（町役場 健康増進課）　☎0747-52-9403

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続き、全国す

べての都道府県に緊急事態宣言が出されました。ウイル

スの脅威が本当に身近にせまっています。町民の皆様に

おかれましては不安に感じておられると思いますが、町

においても強い危機意識を持ち、関係機関と連携し、状

況に応じた対策を講じるとともに、逐次町民の皆様への

情報提供に努めてまいります。

　町民の皆様の一人ひとりの行動がご自身の感染リスク

を下げるとともに、周囲の大切な方々を守ることにつな

がる重要な局面を迎えています。皆様には改めてこの緊

急事態を自分事と捉えていただき、不要不急の外出の自

粛や「密閉空間」、「密集空間」、「密接場面」の「３つの密」の

回避、手洗いや咳エチケットの徹底に取り組んでいただ

きますよう強くお願いいたします。

　また、新型コロナウイルス感染症にかかわり、感染者

やその家族、医療機関関係者、外国人等に対する差別や

偏見、誹
ひ ぼ う

謗中傷が広がっています。これらは人権侵害で

あり許されるものではありません。あわせて、感染症に

便乗した悪質商法や詐欺事件も発生しています。不確か

な情報や根拠のない話に対しては冷静な判断や行動を心

がけていただきますようお願いいたします。

　この難局を乗り越えられるよう皆様のご理解とご協力

を重ねてお願い申し上げます。

　　　大淀町新型コロナウイルス感染症対策本部長　　

　　　　　　　　　　　　　　  （大淀町長）　岡下 守正

町民の皆様へのお願い

新型コロナウイルス感染症

集団（クラスター）感染を防ぐ

集団感染が起こる３条件

1. 密閉
換気の悪い密閉空間

2. 密集
多数が集まる

密集場所

オーバーシュート

（爆発的な患者急増）へ

中止・延期となったイベントについて

3. 密接
近距離での

会話や発声

　厚生労働省

ホームページ

▶
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　新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防として外出の機会を少なくするため、下記の届出等については

郵送による手続きや申請が可能です。

郵送による手続き・申請が可能となるものがあります

【健康増進課からのお知らせ】

＜子どもの予防接種の町外接種用・個別接種用予診票の発行＞

　町外医療機関で接種する子どもの予防接種の予診票の発行および個別接種用（医療機関での接種）予診

票を郵送でお送りします。

＜母子健康手帳および妊婦健康診査補助券の発行＞

　妊婦本人からの電話による申請で、母子健康手帳および妊婦健康診査補助券を発行します。

　※　申請の際、電話面談を行います。

＜がん検診の受診票の発行＞

　医療機関で受診されるがん検診（胃がん検診・乳がん検診・子宮頸
け い

がん検診）の受診票を交付します。　

希望される人は、保健センターに電話で連絡してください（一部を除く）。

　問  町役場 健康増進課（内線344）

【福祉課からのお知らせ】

＜児童手当の現況届の提出＞

　児童手当を受けている人は、毎年６月中に児童

手当を引き続き受ける要件を満たしているかど

うかを確認するため、現況届を提出する必要があ

ります。

　この現況届は、毎年、町役場福祉課に来庁のう

え提出いただいておりますが、今年度は郵送での

提出とさせていただきます。詳しい提出書類等

は、児童手当の受給者に直接、文書でお知らせし

ます。

■期間　６月１日（月）～６月30日（火）

問  町役場 福祉課（内線119）

【長寿介護課からのお知らせ】

＜介護保険負担限度額認定証の更新申請＞

　現在お持ちの負担限度額認定証（ピンク色）は、

毎年７月31日で期間満了のため、８月以降も引

き続き利用する場合は更新申請が必要です。

　現在、限度額認定証の交付を受けている人に

は、６月下旬に更新の案内を送付します。今年度

は、原則として郵送での申請をお願いします。

　提出書類に不安のある場合は、事前に電話で問

い合わせてください。郵送での書類を確認後、結

果を通知します。

■期間　７月初旬まで（以後も随時受付）

問  町役場 長寿介護課（内線133）

【保険医療課からのお知らせ】

＜後期高齢者健康診査の受診券について＞

　後期高齢者医療制度に加入している人を対象に、毎年５月中旬に発送している健康診査受診券の一斉

発送を中止することとしました。

　健康診査の受診を希望する人には、個別に受診券を発送しますので、町役場保険医療課まで電話で問

い合わせてください。受診券の使用期限は令和３年２月28日までです。

　なお、40歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の特定健康診査については、現在対応を検討中です。

詳しくは、広報おおよど７月号でお知らせします。

問  町役場 保険医療課（内線130）

　今なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いており、予断を許さない状況です。落ち着いて

行動し、不要不急の外出を控え、手洗いや咳エチケットの徹底をお願いします。

　－この記事は４月21日（火）時点の状況です。最新情報は町ホームページをご覧ください。
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年
金
等
で
、
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
場

合
に
支
給
さ
れ
る
年
金
が
対
象
と
な
り

ま
す
。
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
等
の
非

課
税
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
は
さ
れ

ま
せ
ん
。

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
人

　

４
月
１
日
現
在
、
65
歳
以
上
の
年
金

受
給
者
で
、
前
年
中
の
公
的
年
金
等
の

所
得
に
町
県
民
税
が
課
税
さ
れ
る
人
が

対
象
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
介
護
保

険
料
が
公
的
年
金
か
ら
引
き
落
と
し
さ

れ
て
い
な
い
人
等
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。

特
別
徴
収
を
す
る
税
額
に
つ
い
て

　

公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
を
す
る
税

額
は
、
６
月
中
旬
に
送
付
す
る
予
定
の

「
令
和
２
年
度
町
県
民
税
納
税
通
知
書
」

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※ 　

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
の
対
象
と

な
る
の
は
公
的
年
金
等
に
か
か
る
所

得
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の
所
得
に
か

か
る
税
額
は
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ

れ
ま
せ
ん
。
公
的
年
金
以
外
に
給
与

所
得
や
事
業
所
得
等
を
有
す
る
場
合

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
に
つ
い
て
給

与
か
ら
の
特
別
徴
収
ま
た
は
普
通
徴

収
に
よ
り
納
税
し
て
く
だ
さ
い
。

問

町
役
場 

税
務
課
（
内
線
１
１
１
）

　

近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
利

用
し
て
、
原
動
機
付
自
転
車
等
を
個
人

で
直
接
売
買
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て

原
動
機
付
自
転
車
等
の
登
録

い
ま
す
。
売
買
等
の
際
に
は
、
必
要
な

書
類
や
必
要
な
手
続
き
に
つ
い
て
必
ず

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

他
の
人
か
ら
譲
渡
さ
れ
る
場
合

　

他
の
人
か
ら
譲
渡
さ
れ
た
原
動
機
付

自
転
車
等
を
、
本
町
で
登
録
（
標
識
の

交
付
）
す
る
場
合
は
、
登
録
す
る
人
の

印
鑑
、
廃
車
証
明
書
お
よ
び
譲
渡
証
明

書
が
必
要
で
す
。
前
所
有
者
か
ら
廃
車

証
明
書
お
よ
び
譲
渡
証
明
書
を
受
け
取

る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

他
の
人
に
譲
渡
す
る
場
合

　

他
の
人
に
、
原
動
機
付
自
転
車
等
を

譲
渡
す
る
場
合
は
、
ま
ず
町
役
場
税
務

課
で
廃
車
手
続
き
（
標
識
を
返
納
）
を
し

て
く
だ
さ
い
。
廃
車
証
明
書
の
交
付
を

受
け
、
車
両
お
よ
び
譲
渡
証
明
書
と
と

も
に
次
の
所
有
者
に
渡
し
て
く
だ
さ

い
。
こ
れ
は
、
新
た
に
車
両
を
登
録
す

る
場
合
に
廃
車
証
明
書
お
よ
び
譲
渡
証

明
書
が
必
要
な
た
め
で
す
。

廃
車
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

　

廃
車
手
続
き
を
忘
れ
ず
に
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
各
車
種
の
手
続
き
の
詳
細
は
、

下
表
の
と
お
り
で
す
。
町
役
場
で
登
録

す
る
車
種
に
つ
い
て
は
、
次
の
も
の
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

○
登
録
時
（
譲
渡
さ
れ
た
と
き
）

　

印
鑑
・
廃
車
証
明
書
・
譲
渡
証
明
書

○
廃
車
時
（
譲
渡
す
る
と
き
）

　

印
鑑
・
標
識

※ 　

同
居
家
族
以
外
の
場
合
、
委
任
状

が
必
要
で
す
。

問

町
役
場 

税
務
課
（
内
線
１
１
４
）

税

金

税

金

　

令
和
２
年
度
の
軽
自
動
車
税
の
納
期

は
、
５
月
15
日
（
金
）
で
す
。
納
期
内
に

納
め
ま
し
ょ
う
。

口
座
振
替
を
申
し
込
み
し
て
い
る
場
合

　

口
座
振
替
を
申
し
込
み
し
て
い
る
人

は
、
納
期
限
の
５
月
15
日
（
金
）
に
振
り

替
え
し
ま
す
。
納
税
証
明
書
（
継
続
検

査
用
）
は
振
り
替
え
確
認
後
、
送
付
し

ま
す
。
な
お
、
そ
の
間
に
納
税
証
明
書

が
必
要
な
場
合
は
、
車
検
証
と
引
き
落

と
し
が
確
認
で
き
る
預
金
通
帳
（
写
し

可
）
等
を
お
持
ち
の
う
え
、
町
役
場
税

務
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問  

町
役
場 

税
務
課
（
内
線
１
１
３
）

　

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
と
は
、

公
的
年
金
等
の
所
得
に
か
か
る
町
県
民

税
に
つ
い
て
、
公
的
年
金
支
払
者（
特

別
徴
収
義
務
者
）
が
公
的
年
金
か
ら
町

県
民
税
を
引
き
落
と
し
、
納
付
す
る
制

度
で
す
。

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
公
的
年
金

　

国
民
年
金
、
厚
生
年
金
お
よ
び
共
済

町
県
民
税

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

軽
自
動
車
税
の
納
期
で
す

車　種 手続きすることろ

原動機付自転車（125cc 以下）、ミニカー

農耕作業用自動車、小型特殊自動車
町役場 税務課（内線114）

二輪車（125cc 超250cc 以下） 近畿運輸局 奈良運輸支局　☎050-5540-2063

二輪小型自動車（250cc 超） 近畿運輸局 奈良運輸支局　☎050-5540-2063

軽四輪車、軽三輪車 軽自動車検査協会奈良事務所　☎050-3816-1845

※ 　廃車手続きを忘れていると、その車両にかかる軽自動車税は前の所有者に課税されることになり
ますので注意してください。

車種別廃車手続きの問い合わせ先
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に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
人
に
扶
養
さ
れ
て
い
た

配
偶
者
（
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
）

に
つ
い
て
も
、
国
民
年
金
へ
の
切
り
替

え
手
続
き
が
必
要
で
す
。

納
付
が
困
難
な
場
合
は

　

経
済
的
な
理
由
等
で
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
申
請
に

よ
っ
て
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る

特
例
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。

退
職
に
よ
る
特
例
免
除
制
度
に
つ
い
て

　

特
例
免
除
制
度
は
、
退
職
日
（
失
業

日
）
の
翌
日
が
属
す
る
年
の
翌
々
年
６

月
ま
で
の
期
間
、
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
通
常
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ

る
た
め
に
は
、
申
請
者
本
人
や
配
偶
者
、

世
帯
主
の
前
年
の
所
得
が
一
定
基
準
以

下
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
本
制

度
で
は
、
審
査
の
対
象
と
な
る
申
請
者

本
人
の
所
得
を
除
外
し
て
審
査
を
行
い

ま
す
。

申
請
時
に
必
要
な
も
の

◦ 

年
金
手
帳
ま
た
は
納
付
書
な
ど
基
礎

年
金
番
号
が
分
か
る
も
の

◦
印
鑑

◦ 

失
業
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る

証
明
（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
や

雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
等
の
公

的
機
関
の
証
明
書
の
写
し
）

問

◦
大
和
高
田
年
金
事
務
所

　
　

０
７
４
５-

２
２-

３
５
３
１

　

◦
町
役
場 

人
権
住
民
課

 　

  

（
内
線
１
２
３
）

今
年
度
に
お
け
る
国
民
年
金
保
険
料

　

本
年
４
月
分
か
ら
翌
年
３
月
分
ま

で
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、
月
額

１
万
６
５
４
０
円
で
す
。

　

保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
送

付
さ
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、
金
融
機
関

や
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
や
口

座
振
替
も
あ
り
ま
す
。

※ 　

町
役
場
ま
た
は
年
金
事
務
所
の
窓

口
で
は
納
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

※ 　

会
社
な
ど
に
就
職
し
、
厚
生
年
金

保
険
等
に
加
入
し
た
人
は
、
行
き
違

い
の
た
め
、
納
付
は
不
要
で
す
。

　

厚
生
年
金
等
に
加
入
し
て
い
た
60
歳

未
満
の
人
は
退
職
（
失
業
）
後
、
国
民
年

金
に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

年

金

年

金

退
職
（
失
業
）
に
よ
る
特
例
免
除
制
度

　

介
護
保
険
制
度
は
、
３
年
に
１
度
事

業
計
画
を
策
定
し
、
町
の
実
態
に
あ
わ

せ
た
制
度
を
運
営
し
て
い
ま
す
。
今
年

日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査
を
実
施

介

保

険

護

●
　

●
　

●
　

● 

教
　
　 

え
　
　 

て
　
　 

！

●
　

●
　

●
　

●

な
　
　 

る
　
　 

ほ
　
　 

ど

度
は
そ
の
計
画
を
見
直
し
、
作
成
す
る

年
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
町
の
実
態
を
把
握
す

る
た
め
、
65
歳
の
以
上
の
み
な
さ
ん
に

日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査
を
実
施
し

ま
す
。
無
作
為
で
抽
出
し
た
人
へ
調
査

票
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
ご
記
入
い
た

だ
き
、
ご
返
送
を
お
願
い
し
ま
す
。

問  

町
役
場 

長
寿
介
護
課
（
内
線
１
３
３
）

日常生活圏域ニーズ調査

国
民
年
金
保
険
料
納
付
に
つ
い
て

　日常生活圏域ニーズ調査とは、地域に住む高齢者の状態

像を基礎に、地域の課題やニーズ、必要となるサービス等

を把握・分析するために行う調査です。

【調査の目的】　介護保険事業のニーズの把握

【主な調査内容】　身体状況や健康状態など　

【調査の対象者】　 

　第１号被保険者で要介護認定を受けていない人

　※　調査票送付対象者数は 2,500 人

【調査票の送付時期】　６月上旬

【調査票の返送時期】　７月上旬

※ 　調査時期については、状況により変更となる可能性

があります。

調査へのご協力をよろしく

お願いします。



TOWN NEWS

福祉施策に活用を　南部環境開発株式会社がふるさと寄附応援

　３月26日（木）、北川秀修さん（下渕）が代表取締役を

務める廃棄物収集運搬会社の南部環境開発株式会社（田

原本町）から大淀町に500万円の寄付をされました。

　町役場を訪れた北川さんは、「廃棄物処理の仕事を続

けて56年、来年には喜寿を迎えますが、元気な間は社

会奉仕を続けてまいりたいと思っております。」と話さ

れました。

　岡下町長は、「いつも大淀町のことを考え、長年にわ

たり応援いただき誠にありがとうございます。」と感謝

の意を伝えました。

2019 年度おおよど遺産を選定　80 件のまちの誇る遺産

▲自然遺産「世尊寺の花木」（本町比曽）

　2019 年度のおおよど遺産が選定されました。詳細に

ついては、パンフレットで紹介しています。パンフレッ

トは、町文化会館の窓口などで配布しています。部数

に限りがあるため、１人１冊限りでお早めに問い合せ

てください。なお、パンフレットは町役場ホームペー

ジからも無償でダウンロードできるので、活用してく

ださい。

No. 名　称（分　類） 場所

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

吉野川分水（近現代）

甲神社の秋祭り（民俗）

山村の原風景（景観）

弁天さん（名所）

芦原峠（名所）

忠魂碑（近現代）

安西冬衛の詩碑（もの）

桧垣本村の古絵図（もの）

桧垣本のオシ塚（民俗）

福田惇の記録映像（近現代）

今木・下渕

今木

鉾立・持尾

岩壺・馬佐

芦原

下渕

下渕

桧垣本

桧垣本

土田

No. 名　称（分　類） 場所

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

カヤの巨樹（自然）

太玉神社（名所）

長胴太鼓（もの）

活版印刷の道具（もの）

金箔貼り・金箔振り（わざ）

新野八幡神社（名所）

世尊寺の花木（自然）

放光仏（もの）

大北作治郎の遺産（近現代）

吉野鉄道の遺産（近現代）

畑屋

越部

新野

新野

新野

新野

比曽

比曽

増口

町内各地

● 新たに選定された 20 件のおおよど遺産

6

善 意 銀 行 だ よ り

　

　４月８日（水）、吉村英雄さん（桧垣本）が町善意

銀行に車いす２台を寄贈され、岡下町長（善意銀

行頭取）から感謝状が贈られました。

　福祉施策の充実を願って今回寄贈された２台の

車いすは、町善意銀行で貸し出しを行っています。

町内在住で車いすを必要とされている人は、相談

してください。

問  町社会福祉協議会　☎ 0747-52-1941
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　公立保育所では、園庭を開放する日を設けています。保育所に入所

していないお子さんも同世代の子どもたちと交流できる機会ですので、

参加してください。

【町立第一保育所】

　対象者　未就園児（０歳～）とその保護者

　日  平日　午前10時～午前11時

　　 ※　月に一度楽しい企画あり！

　住  大淀町桧垣本2484番地の１

　☎ 0747-52-2693

　  1-hoiku@town.oyodo.lg.jp

令和２年度

　公立保育所園庭開放のお知らせ
問  町役場 福祉課（内線 118）

【町立あおぞら保育所】

　対象者　未就園児（０歳～）とその保護者

　日  毎月第３木曜日　午前10時～午前11時

　　 ※　変更の場合があります。

　住  大淀町越部1179番地

　☎ 0747-52-4071

　  aozora-hoiku@town.oyodo.Ig.jp

注意事項

　◦各保育所の年間予定表は、町役場福祉課窓口にあります。

　◦見学は、保育所に問い合わせのうえお越しください。

　現在、園庭開放は新型コロナウイルス

感染症の拡大防止のため、実施を控えて

います。再開の確認後、お越しください。

５月１日から

　あらかしテレビ番組放送の一部を変更します

 問  町役場 企画政策課（内線 225）

 ４月30日までは

　毎週金曜日に番組更新

※　５月の番組更新は、　５月１日（金）・15日（金）・29日（金）です。
　　以降、隔週金曜日の更新となります。

　令和２年５月からあらかしテレビ番組放送の更新を下記のとおり変更します。

【番組更新の変更について】

 ５月１日からは

　２週に１度の金曜日に番組更新

放送中の番組内

容等については

こちらから▼

 問  町役場 企画政策課（内線 221）

　経済産業省（奈良県・大淀町）では、工業統計調査を令和２年６月１日現在で実施します。

　調査は、製造業を営む事業所を対象に１年間の生産活動に伴う製造品の出荷額、原材料使用額

などを調査し、製造業の実態を明らかにすることを目的としています。

　調査対象となる製造事業所には、５月中旬から６月にかけて、調査票を統計調査員が持ってお

伺いするか、または国から直接郵送で届きますので、ご協力をお願いします。

工業統計調査を実施します

調査へのご協力をお願いします。簡単・安心なインターネット回答をご利用ください。

６月１日
調査期日

令和２年
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日　程 時　間 場　　所

５月19日
（火）

9:30～9:50 中増老人憩の家

10:00～10:10 西増老人憩の家

10:20～10:30 増口コミュニティセンター

10:40～10:50 旭ヶ丘総合センター

11:00～11:30 北野東公民館

13:30～13:50 北野区消防車庫前

14:00～14:20 北野西公民館

14:30～14:50 北六田 JA 葬祭センター
倉庫前

５月20日
（水）

9:20～9:30 新野公民館

9:40～10:00 馬佐公民館

10:10～10:30 口越部老人憩の家

10:40～11:10 南大和（桜公園前）

13:30～13:50 南大和公民館　南大和分館

14:00～14:10 金吾町（小金吾碑前）

14:20～14:40 吉野平公民館

日　程 時　間 場　　所

５月21日
（木）

9:20～9:50 町公民館花吉野ガーデン
ヒルズ分館

10:00～10:30 薬水コミュニティセンター

10:40～11:00 今木公民館

11:10～11:20 岩壺大日寺下付近

11:30～11:40 車坂（美吉野台入口）

13:30～14:00 西六公民館

14:10～14:40 佐名伝公民館

５月22日
（金）

9:20～9:50 下渕（南都食糧前）

10:00～10:20 北町三丁目集会所

10:30～10:50 下渕商工会館

11:00～11:20 役場消防車庫前

13:30～13:50 大淀町中央公民館

14:00～14:20 大淀消防署前

狂犬病集合予防注射のご案内

　狂犬病予防法により、生後 91 日以上の飼い犬に狂犬病予防注射

を受けさせることが義務付けられています。狂犬病予防集合注射

を下記の日時と場所で実施します。

集合予防注射料金　3,200 円
 （注射手数料 2,650 円＋注射済票交付手数料 550 円）

※ 　新規登録（未登録）の人は、別途 3000 円（新

規登録手数が必要です。

※　つり銭のいらないようご協力ください。

※ 　この集合予防注射を受けることができない場合は、最寄りの動物病院で受けてください。その際は、

必ず通知はがきを持参してください。なお、動物病院では集合注射料金と、注射料金が異なる場合があ

ります。

注　意 

◦  咬
こうしょう

傷を与える恐れのある場合、口輪をはめる等の適

切な処置をしてください。

◦  飼い犬の健康状態に不安のある人は、注射前に必ず

獣医師にご相談ください。

 問  町役場 環境整備課（内線 136）

▲詳しくはこちらから

【狂犬病集合予防注射中止のお知らせ】

　新型コロナウイルス感染拡大防止のために、今年度の狂犬病集

合予防注射を中止します。

　狂犬病予防注射を１年に１回飼養する犬に受けさせることは、

狂犬病予防法により飼い主の義務とされています。

　予防注射については、飼い犬の主治医もしくは最寄りの動物病

院で受けていただきますようお願いします。

×中止

　

統
計
調
査
の
際
に
、
調
査
対
象
者
（
事
業
所
）
へ

調
査
の
説
明
や
調
査
票
の
配
布
・
回
収
を
行
う
調

査
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
令
和
２
年
度
は
、
５

年
に
一
度
の
国
勢
調
査
が
実
施
さ
れ
る
年
に
あ
た

り
、
登
録
し
た
調
査
員
に
調
査
活
動
を
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

国
勢
調
査
に
と
も
な
う

   

統
計
調
査
員
を

　
　     

募
集
し
ま
す

【
仕
事
の
内
容
】

◦
調
査
員
説
明
会
へ
の
出
席

◦
担
当
す
る
調
査
地
域
の
確
認

◦
調
査
説
明
と
調
査
票
の
配
布
・
回
収

◦
調
査
票
の
点
検
、
提
出

【
調
査
員
の
報
酬
】

　

担
当
す
る
事
務
量
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

が
、
お
お
む
ね
２
万
円
か
ら
５
万
円
ま
で
で

す
。

【
国
勢
調
査
の
調
査
期
間
】

　

令
和
２
年
８
月
下
旬
～
11
月
上
旬
（
予
定
）
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戦没者等のご遺族のみなさんへ

第 11 回特別弔慰金が支給されます

　今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に

思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等

のご遺族に特別弔慰金が支給されます。

申 問  町役場　福祉課（内線 119）

　　令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等

　　援護法による弔慰金の受給権を取得した人

　　戦没者等の子

　　戦没者等の①父母  ②孫  ③祖父母  ④兄弟姉妹

　　※ 　戦没者等の死亡当時、生計関係を有してい

る等の要件を満たしているかどうかにより、

順番が入れ替わります。

　　 上記１～３以外の戦没者等の三親等内の親族

（甥
おい

、姪
めい

等）

　　※ 　戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の

生計関係を有していた人に限ります。

１.

４.

３.

２.　戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和

２年４月１日（基準日）において、「恩給

法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没

者遺族等援護法による遺族年金」等を受

ける人（戦没者等の妻や父母）がいない場

合に、次の順番による先順位のご遺族お

一人に支給されます。

支給対象者

　令和５年３月 31 日まで

※ 　期限を過ぎると請求できなくなりますので、

ご注意ください。

　額面 25 万円、５年償還の記名国債

支給内容 請求期限

※ 　特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を

受け取った人が責任を持って行うことになります。

※ 　

登
録
の
有
効
期
限
は
登
録
日
か
ら
令
和
３
年
３

月
31
日
ま
で
で
す
。
な
お
、
登
録
調
査
員
と
な
っ

て
も
、
必
ず
し
も
調
査
員
に
任
命
さ
れ
る
と
は
限

り
ま
せ
ん
。

住 

〒
６
３
８-

８
５
０
１

　

 

大
淀
町
桧
垣
本
２
０
９
０
番
地

問 

町
役
場 

企
画
政
策
課
（
内
線
２
２
１
）

【
応
募
資
格
】

◦
20
歳
以
上
の
健
康
な
人

◦ 

責
任
感
を
も
っ
て
調
査
の
事
務
を
遂
行
で

き
る
人

◦
秘
密
の
保
持
が
で
き
る
人

◦ 

警
察
、
選
挙
、
徴
税
事
務
な
ど
に
直
接
か

か
わ
っ
て
い
な
い
人 

◦
本
町
の
地
理
に
詳
し
い
人 

◦ 

暴
力
団
員
そ
の
他
の
反
社
会
的
勢
力
に
該

当
し
な
い
人

【
応
募
方
法
】

　

統
計
調
査
員
登
録
者
登
録
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
３
か
月
以
内
に
撮
影
し
た

写
真
（
脱
帽
・
上
半
身
の
み
、
縦
４
㎝
×
横

３
㎝
）
を
貼
り
付
け
て
、
町
役
場
企
画
政
策

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
郵
送
可
）
。
登
録

の
可
否
は
、
本
人
に
後
日
通
知
し
ま
す
。

　

申
請
書
は
、
町
役
場
企
画
政
策
課
窓
口
で

配
布
、
受
付
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。
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　不燃ごみの収集作業中にあったごみ

収集車で、火災が発生しました。回収

したごみからは、ガス抜き処理がされ

ていないカセットボンベなどが発見さ

れており、それが発火の原因と思われ

ます。

　ごみ収集車の火災事故はごみを出す

際の小さな心がけ一つで防ぐことがで

きます。住民のみなさんのご理解とご協

力をよろしくお願いします。

ごみ収集車の

 　　火災事故が

 後を絶ちません

ごみ収集車の

 　　火災事故が

 後を絶ちません

車両火災は人命等に関わる重大事故です

車内から発見された
カセットボンベ等

問  町役場 環境整備課（内線137）

！　　ごみを出す際は、次のことに注意してください

◇ カセットボンベやライターは、必ず全部使い切り、

火の気のない風通しのよい場所で穴を開けてから

「不燃ごみ」として出してください。

◇ 台所用ガスコンロや石油ストーブ、石油ファンヒー

ター等は、発火性が極めて高いため、「粗大ごみ」と

して戸別収集します。

　 不燃ごみでは回収しませんので、処分する場合は、

町役場環境整備課へ粗大ごみの申し込みをしてく

ださい。

６月１日から６月７日は水道週間

飲み水を

未来につなごう

ぼくたちで
（第62回水道週間スローガン）

　この水道週間は、厚生労働省、都道府県をはじめ、各市町村の水道事業体等によって実施されるさまざまな広報活動等の運動を通して、水道についてさらに国民の理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るとともに、水道事業のさらなる発展に資することを目的として毎年実施され、今年で第62回を迎えます。



　５月５日は子どもの日。五月晴れの空に優雅に泳ぐこい

のぼりは見ていて気持ちいいものです。子どもの健やかな

成長を願うのぼりにあやかって、大人になっても心身とも

に成長し続けたいですね。

図書館カレンダー５月

日 月 火 水 木 金 土

１ ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 １ ２ ３ ４ ５ ６

文化会館・図書館ともに休みの日

図書館が利用できない日

　　　 Mayl2020

　身体の弱いたつやはなかなか

外で遊べず、ベッドから窓の外

のこいのぼりを眺めていると、

こいのぼりがたつやに話しかけ

てきて…。こいのぼりのアオと

たつやの冒険が始まります。

「こいのぼり ぐんぐん こどもの日」
　　   作 / ますだ ゆうこ　文溪堂

「飛べ！マジカルのぼり丸」 
　　　　　　  作 / 斉藤 洋　講談社

　明日はこどもの日。たんすの上

の招き猫が突然動き出して、ぼく

にかぶとをかぶせました。お父さ

んが作った新聞紙のこいのぼりが

大きくなっていて…さぁこいのぼ

りにまたがって出陣！

「ハッチとマーロウ」 
　　　　 　 著 / 青山 七恵　小学館

　ハッチとマーロウは双子の女

の子。11歳の誕生日に突然ママ

に「大人を卒業します」と宣言さ

れて…。ママの真意と双子の小さ

な約束に心揺さぶられる家族の

物語。

問  町立図書館　 ☎ 0747-54-2120

　鯉のぼり文化300年のすべてが

わかる１冊。江戸中期に誕生した

鯉のぼりの歴史を解説し、鯉のぼ

りができるまでの工程、日本各地

の鯉のぼり祭りなどを紹介しま

す。

「鯉のぼり図鑑　おもしろそうに

およいでる」 著 / 澤田 瞳子　光文社

お知らせ 　新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、図書館の開館状況が

変更となる可能性があります。詳しくは町ホームページをご覧いただくか、

町立図書館まで問い合わせてください。
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児童福祉週間とは

　国では毎年５月５日の「子どもの日」から

１週間を「児童福祉週間」としています。子

どもたちがいきいきと、元気に幸せに育つ

ためにはどうしたらいいのかをみんなで考

え、このような考え方をたくさんの人に知っ

てもらうための１週間です。

　すべての子どもが、夢と希望を持って個性

豊かにたくましく育っていけるような環境、

社会をつくっていきましょう。

問  町役場 福祉課（内線118）

児童福祉週間

５月５日（火） ～ 11 日（月）

やさしさに　つつまれそだつ

　やさしいこころ（令和２年度 標語）



●子どもの健康診査・離乳食講座（受付順）

　 実施日　・　受付時間 対象誕生年月日

３ ～ ４か月児健康診査  ６月22日（月）・ 午後１時15分 令和元年12月１日～令和２年３月22日

９～10か月児健康診査  ６月22日（月）・ 午後０時45分 令和元年６月１日～令和２年９月22日

１歳６か月児健康診査  ５月27日（水）・ 午後１時15分～午後２時 平成30年８月１日～11月27日

●予防接種（予約制）　※３日前までに町保健センターへ予約してください。

※　転入された人は、以前に受けた予防接種の種類・回数等の連絡をお願いします。
　　〈連絡がない場合は、予防接種の案内ができない場合があります。〉

健康診査・予防接種の料金は無料で、場所は町保健センターです。
対象児にはお知らせ・予診票を送付します。

けんこうガイド 問  町保健センター　☎0747-52-9403
　（健康推進課） 　   FAX 0747-52-9404

母子健康手帳等の交付について

母子健康手帳・妊婦健康診査補助券は町

保健センターで交付しています。

※ 　郵送で交付しますので、妊婦本人

が電話で申請してください。

健康相談は個別日程で対応します。

※　前もって電話などで連絡してください。

［乳幼児］ 身体計測や、保健師・栄養士による健康や育児に

ついての相談を行います。

［成　人］ 尿検査、血圧測定、禁煙相談（要予約）、保健師

や栄養士による健康についての相談を行います。

母子保健

予防接種名 実施日 受付時間 前の対象で受けていない子

みずぼうそう

５月20日（水）①・②

５月28日（木）①・②

６月９日（火）①・②

①午前10時～

　午前10時30分

②午後１時30分～

　午後２時

１歳から３歳未満の子

不活化ポリオ
３種混合を接種し、不活化ポリオ（計４回）

を規定回数終了していない子

麻しん風しん

混 合

１期 １歳から２歳未満の子

２期 就学前の年長児

日 本 脳 炎

１期 ３歳～７歳６か月未満の子

２期

◦小学５年生～13歳未満の子

◦ 高校２年生～20歳未満で、第２期の接

種を受けていない人

【保健事業中止のお知らせ】

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、一部保健事業を変更します。

◦「41歳～57歳生まれの男性の風しん抗体検査（集団）」の全日程を中止します。

　※　クーポン券の発送は、６月初旬に延期します。

◦「３～４か月・９～10か月健康診査」の日程と対象誕生生年月日が変更になりました。

◦「成人のセット検診」の６月24日（水）から９月18日（金）までの日程を延期します。

　新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、保健事業を延期または、規模を縮小しての実施

になる場合があります。詳しくは、町保健センターに問い合わせてください。
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●個別検診 　医療機関で個別に受診するための受診票を発行しています。詳しくは、町保健センターへ問い合わせ
てください。

対象者は 41 ～ 57 歳（昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生まれ）の男性で、場所は町保健センターです。

実施日・受付時間 受付時間 備考

抗体検査 ６月28日（日） 午前９時～正午

 　町保健センターに電話で申し込んでください。必ず、

クーポン券を持参してください。クーポン券がない人は、

町保健センターに連絡してください。

予防接種

５月20日（水）

５月28日（木）

６月 ９日（火）

　①午前10時～

　　午前10時30分

　②午後１時30分～

　　午後２時

 　予防接種は抗体検査の結果、陰性（免疫がない）の人

が対象となります。平成26年４月以降に抗体検査を受け、

結果記録を持っている人は、抗体検査を受けずに予防接

種を受けることができます。

成人保健
●集団検診（要予約・先着順）　 申し込み、検診の詳しい内容は町保健センターまで問い合わせてください。

検診・内容 実施日・受付時間 対　　象 場所・料金 定　員

肺がん検診

（胸部Ｘ線撮影・問診）

大腸がん検診

（便潜血検査・問診）

前立腺がん検診

（血液検査・問診）

肝炎ウイルス検診

（血液検査・問診）

６月24日（水）

午前９時30分～正午
※ 　胃バリウム検診と

同時に受診できます。

満40歳以上の町民

※ 　肺がん検診は喀
か く た ん

痰検査が

必要な場合あり（別料金）

※　前立腺がん検診は男性のみ

※　肝炎ウイルス検診は以前

に町で受けた人以外

町保健センター

【満40～64歳】各200円

【満65歳以上】各100円

各80人

胃がん検診

（胃バリウム検診）

（胃部 X 線検査・問診）

６月24日（水）

午前９時30分～正午

満40歳以上の町民

※ 　令和元年度に胃カメラ検

診を受けていない人

町保健センター

【満40～64歳】各500円

【満65歳以上】各200円

80人

乳がん検診

（視診・触診・問診・

乳房Ｘ線撮影）

５月19日～令和３年

２月26日までの毎週

火・金曜日（祝日・年末

年始を除く）

午後１時

満40歳以上の町民（女性）

※ 　令和元年度に受診した人

は今年度は対象になりませ

ん。

南奈良総合

医療センター

【満40～49歳】 1,000円

【満50～64歳】  900円

【満65歳以上】  200円

火曜日

4人

金曜日

3人

検診・内容 対　　象 料　　金 場　　所 実施期間

子宮頸がん検診

（視診・触診・問診・

子宮頸部細胞診）

満20歳以上の町民（女性）
※ 　令和元年度に受診して

いない人

＜頸部のみ＞
【満20～64歳】 2,000円
【満65歳以上】 500円
＜頸部・体部＞

【満20～64歳】 3,500円
【満65歳以上】 500円

県内の登録医療機関
※ 　希望の医療機関

が 該 当 す る か 等、
詳しくは問い合わ
せてください。

２月末まで
※ 　 期 間 中 で

あっても予約

が定員になれ

ば 終 了 し ま

す。

乳がん検診

（視診・触診・問診・

乳房Ｘ線撮影）

満40歳以上の町民（女性）
※ 　令和元年度に受診して

いない人

【満40～49歳】 1,000円

【満50～64歳】 900円

【満65歳以上】 200円
県内の契約医療機関
※ 　希望の医療機関

が 該 当 す る か 等、
詳しくは問い合わ
せてください。

胃がん検診

（胃バリウム検診）

（胃部 X 線検査・問診）

満40歳以上の町民
※ 　令和元年度に胃カメラ

検診を受診していない人

【満40～64歳】 2,000円

【満65歳以上】 500円

胃がん検診

（胃カメラ検診）

（胃内視鏡検査・問診）

満50歳以上の町民
※ 　令和元年度に胃カメラ

検診を受診していない人

【満50～64歳】 2,500円

【満65歳以上】 500円
◦榎本医院（御所市）

41 歳～ 57 歳生まれの男性の風しん抗体検査・予防接種

13

【集団検診中止のお知らせ】

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、成人集団

検診は当面の間、実施しません。

　実施状況については、決まり次第、お知らせします。詳しくは

お問い合わせください。

×中止

【抗体検査中止のお知らせ】
　新型コロナウイルス感染拡大防止のために、風しん抗体検査を中止します。

×中止



５月 31 日

世界禁煙デー

STOP SMORKING
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保健センターだより

申 問  町保健センター（健康増進課）

　 　☎0747-52-9403

　５月31日は世界禁煙デーです。この機会にたばこと健康

について考えてみませんか？

　たばこは、がんや心疾患、脳血管疾患、慢性閉塞性肺疾

患（COPD）の原因になるとともに、糖尿病や脂質異常症、

歯周疾患を悪化させるといわれています。

●たばこと関連のあるがん

　厚生労働省の喫煙の健康影響に

関する検討会（2016年）では、た

ばこと病気の因果関係（たばこを

なくすことで病気の発生を減らす

か、遅らせることができること）

をレベル１～４の４段階で判定し

ました。

　レベル１は、「科学的証拠は因果

関係を推定するのに十分である」

とされ、喫煙とがんの因果関係が

明らかにされています（図１）。

出典： 厚生労働省 e- ヘルスネット「喫煙者本人の健康影響」

●禁煙を始めませんか

　「たばこをやめたいけどやめられない…。」

こんな悩みをお持ちの人、また家族や友人に

禁煙を勧めたいと考えている人を対象に禁煙

教室を開催します。

　「やめたいな」という気持ちがあれば、たば

こをやめられる方法があります。

　今回の禁煙教室は、肺年齢測定や理学療法

士による呼吸リハビリテーションも取り入れ

て実施します。呼吸リハビリテーションを行

うことで、息切れ（呼吸困難感）を軽減するこ

とができます。みなさんで禁煙の方法や肺の

健康について学んでみませんか。

第１回

◦禁煙方法について（保健師、栄養士の話）

◦呼吸機能について「COPD と運動障害の関係」

　（理学療法士の話と実技）

◦肺年齢測定　など

【禁煙教室】　各日午前9時30分～正午

※ 　詳しい日程は、広報おおよど７月号でお

知らせします。

たばこと病気の因果関係レベル１（図１）

◦ 呼吸機能について（理学療法士の話と実技）

◦近況報告会

第２回

◦呼吸機能について（理学療法士の話と実技）

◦肺年齢測定　◦卒煙式

第３回



●活動時間

　月・火・水曜日　午前10時～午前11時30分

●室内開放

　月・火・水曜日　活動終了後～午後２時

　木 ・金 曜 日　 午前10時～午後２時

●あそびの森開放

　月～金曜日　午前10時～午後２時

●場　　所

　地域子育て支援センター

●持 ち 物

　飲み物、タオル、参加費、各活動で必要な物

●育児相談（随時受付しています）

　希望者は、延明保育園に申し込んでください。

●問い合わせ先

◦延明保育園　☎0747-52-0388

◦地域子育て支援センター　☎0747-53-0377

＊育児グッズ、シェアしましょう　
　小さくなった服や使わなくなったおもちゃ
などの育児グッズを必要な人に譲ります♪持
ち込みは随時受け付けています。

子育てサークルちびっこランド

　大淀町地域子育て支援センターは、子育て中の保護者の心身のリフレッシュや相談業務などを行い、
育児をサポートしている施設です。

きてみて！幼稚園
ゆ め の た ね い っ ぱ い

　

わくわくルーム

　 
☎0746-32-0264
住  大淀町中増61-2

toubu-you@town.oyodo.lg.jp

　町立大淀西部幼稚園

　町立大淀東部幼稚園

☎0745-67-1766
住  大淀町今木779-4

seibu-you@town.oyodo.lg.jp

　うがい・手洗いをしっかりとし、風邪を引かないように気を付けましょう。

　５月のわくわくルームおよび園庭開放

は、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大状況を考慮し、当面の間、実施しません。

　実施状況については、決まり次第、お

知らせします。詳しくは問い合わせてく

ださい。

15

令和２年度のクラス登録を開始します！

☆赤ちゃんクラス（３か月～１歳３か月ごろ）

　主に火曜日活動

☆ちびっこクラス（１歳３か月ごろから）

　主に月曜日・水曜日活動

　たくさんの登録をお待ちしてます。詳しく

はお問い合わせください。

重要なお知らせ

 　新型コロナウイルスの影響により、５月末

まで子育て支援センターの活動および室内開

放・あそびの森開放は中止します。

※ 　状況により休所期間を延長する場合があ

ります。

※ 　育児相談および令和２年度のクラス登録

は行います。

　 活動報告

　4 月 9 日（木）入園式が行われ、3 歳児男児 1 人、

女児 1 人、5 歳児男児 1 人、計 3 人が入園しました。

　今年度が始まりました。子どもたちは、元気いっ

ぱいに登園しています。楽しく過ごしましょう。

大淀東部幼稚園

大淀西部幼稚園
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今月のフレーズ

"Pull one's leg"
人をからかう

Ka
therineTe

resa

　
　

人
権
擁
護
委
員
と
法
務
局
職
員
は
常

設
相
談
所
で
、
主
に
面
接
ま
た
は
電
話

に
よ
る
人
権
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　

近
年
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

誹ひ

ぼ

う謗
中
傷
と
い
っ
た
人
権
問
題
や
、
差

別
・
偏
見
を
助
長
す
る
よ
う
な
情
報
を

発
信
す
る
な
ど
の
悪
質
な
事
案
も
急
増

し
、
人
権
問
題
は
多
様
化
し
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
中
、
人
権
擁
護
委
員
が
組

織
す
る
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で

は
、
人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
た

６
月
１
日
を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

と
定
め
、
人
権
擁
護
委
員
が
国
民
の
相

談
に
応
じ
る
存
在
と
し
て
各
市
町
村
に

配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
と
と

も
に
、
人
権
尊
重
の
大
切
さ
を
呼
び
か

人権
コラム
Vol.120

町役場
人権施策推進室

人
権
擁
護
委
員
に
つ
い
て

　今月のフレーズは直訳すると「足を引っ張る」

ですが、「（いたずら・冗談などで）からかう、だま
す」と訳します。

Examples（例）
◦  Did you really go to that concert or 

"are you pulling my leg"?
　 本当にそのコンサートに行ったのですか？

それとも、冗談ですか？

◦  She told me she saw the movie, but 
"she was pulling my leg". 

　 彼女はその映画を見たと言っていたけど、
実際は見に行ってなかった。

◦  He said he loved dogs but "he was 
pulling my leg". He likes cats.

　彼は犬の方が好きと言っていたけど、実は
　猫の方が好きです。

　 け
る
日
と
し
て
い
ま
す
。

　

昭
和
57
年
か
ら
全
国
一
斉
「
人
権
擁

護
委
員
の
日
」
特
設
人
権
相
談
所
開
設

事
業
を
実
施
し
、
毎
年
６
月
１
日
前
後

に
全
国
各
地
の
公
共
施
設
等
で
特
設
相

談
所
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、

今
後
も
「
あ
な
た
の
街
の
身
近
な
相
談

パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
し
て
地
域
の
人
が
気

軽
に
相
談
で
き
る
よ
う
な
取
り
組
み
を

積
極
的
に
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

「
人
権
擁
護
の
日
」
特
設
人
権
相
談

　

日 

６
月
１
日
（
月
）

　

所 

町
役
場
１
階　

相
談
コ
ー
ナ
ー

　

問  

町
役
場 

人
権
施
策
推
進
室

 　
　

（
内
線
１
２
６
）

14 地域おこし協力隊通信

今はあまり出歩いたりできませんが、コロナが

収束した後に向けてしっかり準備しています！

「まちの保健室 ｣ の

のぼり旗が完成し

ました。

 コミュニティナース

　　　  吉
よ し だ

田 真
ま さ み

佐美

あらかしテレビな

どで放送される『ぐ

っと！奥大和』の撮

影をしました！

 情報発信担当

　　　　  外
と が り

狩 大
だ い き

樹

奈良県内の地域おこし協力隊と一緒に制作して

いる奥大和の紹介番組で町内のおすすめスポッ

トを撮影しました。ぜひご覧ください！
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新型コロナウ
イルス感染症
の感染拡大防
止のため中止
となりました。

×中止



information

お

知

ら

せ

information

もう設置しましたか？
「住宅用火災警報器」

　住宅火災における死亡原因の約６割が逃げ遅

れによるものです。住宅用火災警報器を設置し、

火災から命を守りましょう。

①点検を定期的に行う

　住宅用火災警報器のボタンを押すまたはヒモ

を引いて、定期的に火災の警報音を確認しまし

ょう。不具合があれば取扱説明書を確認するか、

メーカーに問い合わせましょう。

②交換期限を確認する

　交換期限が表示されたものは期限までに交換

をしましょう。交換期限が記載されていないも

のは、設置から10年を目安に交換しましょう。

問  奈良県広域消防組合 大淀消防署

　 ☎0747-52-1199

※ 　119番通報は橿原市の消防本部に

　繋がります。

５
月
の
開
設
日
時

　

５
月
９
日
（
土
）
、
24
日
（
日
）

６
月
の
開
設
日
時

　

６
月
13
日
（
土
）
、
28
日
（
日
）

※　

各
日
、
午
前
８
時
30
分
～
正
午

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

を
行
い
、
受
け
取
り
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
人
で
、
町
役
場
開
庁

時
間
内
に
来
ら
れ
な
い
人
に
、
休

日
臨
時
交
付
窓
口
を
開
設
し
て
い

ま
す
。

　

予
約
は
受
け
取
り
希
望
日
直
前

の
金
曜
日
の
午
前
中
ま
で
に
、
町

役
場
人
権
住
民
課
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
予
約
が
な
い
日
は
窓
口

を
開
設
し
ま
せ
ん
。

※ 　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申

請
等
は
行
え
ま
せ
ん
。

問  

町
役
場 

人
権
住
民
課

　

 

（
内
線
１
２
１
）

　　

奈
良
県
内
に
１
年
以
上
居
住
す

る
18
歳
以
上
の
身
体
障
が
い
者

で
、
補
助
犬
（
盲
導
犬
・
聴
導
犬
・

介
助
犬
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
就
労
等
社
会
活
動
へ
の
参
加

に
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
人

に
対
し
、
補
助
犬
を
貸
与
し
ま
す
。

　

他
に
も
条
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

申
込
締
切

　

６
月
１
日
（
月
）

注
意
事
項

　

補
助
犬
の
飼
育
に
か
か
る
費
用

は
、
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

申

問 

町
役
場 

福
祉
課

　
　

 

（
内
線
１
２
０
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
臨
時
交
付
窓
口
（
予
約
制
）

身
体
障
害
者
補
助
犬

貸
与
事
業
の
お
知
ら
せ

　

公
衆
浴
場
（
旭
湯
）
の
利
用
に
対

す
る
一
部
助
成
（
１
７
０
円
）
を

行
っ
て
い
ま
す
。

対　

象

①
65
歳
以
上
の
人

②
身
体
障
害
者
手
帳
の
所
有
者

③
療
育
手
帳
の
所
有
者

④ 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の

所
有
者

助
成
額

　

利
用
券
（
申
請
月
か
ら
令
和
３

年
３
月
ま
で
の
月
数
×
10
枚
、
１

枚
に
つ
き
１
７
０
円
）
を
発
行
し

ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

◦
印
鑑

◦
本
人
確
認
が
で
き
る
身
分
証
明
書

◦ 

各
種
手
帳
（
対
象
②
～
④
の
場

合
）

◦ 
代
理
人
が
申
請
さ
れ
る
場
合

は
、
利
用
者
本
人
の
必
要
な
も

の
と
、
代
理
人
の
印
鑑
と
本
人

確
認
が
で
き
る
身
分
証
明
書

申

問 

◦
対
象
①
の
人

　
　

 　

➡
町
役
場 
長
寿
介
護
課

　
　

 　
　

（
内
線
１
３
３
）

　
　

 

◦
対
象
②
～
④
の
人

　

 　
　

➡
町
役
場 

福
祉
課

　

 　
　
　

（
内
線
１
１
８
）

公
衆
浴
場
の
利
用
に
伴
う

一
部
助
成

●貸与対象者と補助犬の種類

Ｊアラートの全国一斉

情報伝達訓練を実施

日時：５月 20 日（水）　午前 11 時ごろ

訓練内容

　屋外拡声スピーカー（町内 77 か所）と 13 の

施設（小・中学校等）で訓練放送が流れます。

放送内容

　 「これはＪアラートのテストです」×３回

※　前後に防災行政無線チャイムが流れます。

　全国瞬時警報システム（Ｊアラート）から配信

される国の緊急情報（武力攻撃や緊急地震速報

など）が、防災行政無線（屋外拡声スピーカー）

や半固定局から正常に発信されるかを確認する

情報伝達訓練（放送試験）が全国一斉で実施され

ます。

問   町役場 総務課 安全対策推進室（内線 206）

貸与対象者 補助犬の種類

身体障害者手帳

の交付を受けて

いる人のうち

視覚障がい１級の人 盲導犬

聴覚障がい２級の人 聴導犬

肢体不自由１級または

２級の人
介助犬

17
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●連絡は匿名で行うことも可能です。

●連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

●お住まいの地域の児童相談所につながります。

児童虐待とは…？

身体的虐待

 殴
な ぐ

る、蹴
け

る、叩
た た

く、投げ落とす、激しく揺さぶる、
やけどを負わせる、溺

お ぼ

れさせる　など

性的虐待

 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグ
ラフィの被写体にする　など

ネグレクト

 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にす
る、自動車の中に放置する、重い病気になっても病
院に連れて行かない　など

心理的虐待

 言葉による脅
お ど

し、無視、きょうだい間での差別的扱
い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう

（DV）　など

　虐待を早めに発見することは、子どもだけでなく

大人を救うことにもつながります。地域や社会全

体で受け止め、虐待から子どもを守りましょう。

 緊急時は 110 番 奈良県警察本部へ

みんなで防ごう児童虐待

町保健センター　☎ 0747-52-9403

　 子育ての悩みや、不安を相談してください。

地域子育て支援センター　☎ 0747-53-0377

　親子交流や子育ての相談もできます。

町役場　福祉課（内線 118）

　 家庭相談員がいろいろな悩みに応じながら、

適切な専門機関につなげて支援します。

相談できる場所があります

　

重
度
の
身
体
障
が
い
者
（
児
）
お

よ
び
知
的
障
が
い
者
（
児
）
を
対
象

に
タ
ク
シ
ー
の
基
本
料
金
の
助
成

を
行
っ
て
い
ま
す
。

対　

象

①
身
体
障
害
者
手
帳
の
所
有
者

　

（
１
・
２
級
の
人
に
限
る
）

②
療
育
手
帳
の
所
有
者

　

（
Ａ
判
定
の
人
に
限
る
）　

助
成
額

　

基
本
料
金
を
12
回
分

　

右
記
の
対
象
に
該
当
す
る
人

は
、
町
役
場
福
祉
課
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
申
請
書
等
は
町
役
場

福
祉
課
に
あ
り
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

◦
印
鑑

◦
本
人
確
認
が
で
き
る
身
分
証
明
書

◦
各
種
手
帳

◦ 

代
理
人
が
申
請
さ
れ
る
場
合

は
、
利
用
者
本
人
の
必
要
な
も

の
と
、
代
理
人
の
印
鑑
と
本
人

確
認
が
で
き
る
身
分
証
明
書

申

問 

町
役
場 

福
祉
課

　

奈
良
県
立
大
淀
養
護
学
校
で

は
、
知
的
障
が
い
の
あ
る
幼
児
や

心
身
障
害
者
福
祉
タ
ク
シ
ー

基
本
料
金
の
助
成

奈
良
県
立
大
淀
養
護
学
校

就
学
相
談
・
教
育
相
談

保
護
者
に
対
し
て
、
当
校
の
教
育

に
つ
い
て
の
理
解
と
認
識
を
深
め

て
い
た
だ
く
た
め
に
、
例
年
体
験

学
習
等
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
今
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
対
策
を

考
慮
し
、
就
学
相
談
と
教
育
相
談

を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

【
就
学
相
談
】

　

今
年
度
の
就
学
相
談
に
つ
い
て

は
、
現
在
通
わ
れ
て
い
る
園
や
学

校
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

【
教
育
相
談
】

　

教
育
相
談
を
受
け
る
場
合
は
事

前
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。
詳

し
く
は
、
奈
良
県
立
大
淀
養
護
学

校
へ
直
接
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

問 

奈
良
県
立
大
淀
養
護
学
校

　

 

☎
０
７
４
７-

52-
７
６
５
５

　

奈
良
県
立
明
日
香
養
護
学
校
で

は
教
育
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

日
時
な
ど
詳
し
く
は
、
明
日
香
養

護
学
校
へ
直
接
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

問 

明
日
香
養
護
学
校

　

 

☎ 

０
７
４
４-

54-

３
３
８
０

明
日
香
養
護
学
校

教
育
相
談

　

商
店
・
生
産
農
家
・
薬
局
な
ど
で

物
品
の
売
買
・
取
引
に
使
用
す
る

計
量
器
（
は
か
り
）
や
病
院
・
学
校

な
ど
の
健
康
診
断
に
使
用
さ
れ
る

体
重
計
は
、
２
年
に
１
回
の
検
査

を
受
け
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
奈
良
県
産
業
振
興
総

合
セ
ン
タ
ー
計
量
検
定
室
が
次
の

と
お
り
定
期
検
査
を
実
施
し
ま
す

の
で
受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時
・
検
査
場
所

◦
６
月
９
日
（
火
）

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時　

　

 

➡ 

運
搬
が
困
難
な
は
か
り
の
所

在
場
所

◦
６
月
10
日
（
水
）・
11
日
（
木
）

　

各
日
、
①
午
前
10
時
～
正
午
、

　

②
午
後
１
時
～
午
後
３
時

　

➡
町
役
場
（
庁
舎
西
側
駐
車
場
）

検
査
手
数
料

　
 

１
台

に

つ

き

５

０

０
円

～

２
２
０
０
円

※ 　

計
量
器
の
種
類
や
能
力
に
応

じ
て
手
数
料
が
必
要
で
す
。

※ 　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
感
染
拡
大
状
況
に
よ
り
、
延

期
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

問  

◦ 

奈
良
県
産
業
振
興
総
合
セ

ン
タ
ー
計
量
検
定
室

　
　

☎
０
７
４
２-

30-

４
７
０
５

　

 

◦
町
役
場 

建
設
産
業
課

　

 　

（
内
線
１
４
１
）

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査



日時　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ問所日 申

相　談

●人権相談

●教育相談（要予約）

●心配ごと合同相談

●消費生活相談

　　

　日  午前９時～午後４時
　　 （土・日曜日、祝日を除く毎日）
　所  大淀町役場
　問  大淀町役場人権施策推進室
　　 ☎ 0747-52-5501

　日  火～金曜日
　　 午前 10 時～午後４時
　所  大淀町役場適応指導教室
　問  大淀町役場適応指導教室
　　 ☎ 0746-34-5016

　※ 　新型コロナウイルス感染症
の影響により、５月の相談は
中止となりました。

　問  大淀町社会福祉協議会
　　 ☎ 0747-52-1941

　日  毎週木曜日 
　　 午後１時～午後４時
　所  川上村役場
　問  川上村役場住民福祉課
　　 ☎ 0746-52-0111

●無料法律相談（要予約）

●住宅増改築相談

　日  ５月 15 日（金）
　　 午後１時～午後４時
　所  下市町役場
　問  下市町役場住民保険課
　　 ☎ 0747-52-0001

　日  ６月 16 日（火）
　　 午後１時～午後４時
　所  大淀町役場
　問  大淀町役場人権住民課
　　 ☎ 0747-52-5501

　日  ７月 16 日（木）
　　 午後１時～午後４時
　所  吉野町役場
　問  吉野町役場町民課
　　 ☎ 0746-32-3081

　住宅リフォームや増改築の
相談をお受けします。お気軽
にお問い合わせください。
問  県建築協同組合中吉野支部
　 ☎ 0747-52-9971

町役場　　   　　　　　0747-52-5501

上下水道部　　   　　　0747-52-0137

教育委員会　   　　　　0747-52-1522

中央公民館　　   　　　0747-52-1524

保健センター　   　　　0747-52-9403

児童センター　   　　　0747-52-8319

桜ヶ丘総合センター   　0747-52-5402

旭ヶ丘総合センター   　0746-32-5189

杉本記念文化センター   　0746-32-2489

平畑体育館　　　　   　0747-52-6234

文化会館　　　　　   　0747-54-2110

図書館　　　　　　　   0747-54-2120

南奈良総合医療センター　0747-54-5000

南和広域美化センター　0747-52-3253

社会福祉協議会　   　　0747-52-1941

地域包括支援センター　0747-52-7760

大淀消防署　　　　   　0747-52-1199

吉野警察署　　　　　   0747-53-0110

道の駅吉野路大淀 i センター　0747-54-5361

健康づくりセンター　   0746-34-5501

シルバー人材センター　   0747-54-5522

高齢者ふれあい活動センター　0747-54-5533

パークゴルフ場　　　   0745-67-0543

電 話 案 内

●無料交通事故相談

●児童相談

　※ 　新型コロナウイルス感染症
の影響により、５月の相談は
中止となりました。

　問  県安全・安心まちづくり推進課
　　 ☎ 0742-27-8731

　日  ６月５日（金）

　　 午前 10 時 30 分～午後４時
　所  吉野町健やか一番館
　問  高田こども家庭相談センター
　　 ☎ 0747-22-6079

　 　 法テラス

　身近な法的トラブルについて
お気軽に問い合わせてください。
　解決に役立つ法制度や最適な
相談機関を紹介します。
　問  法テラス奈良
　　☎ 050-3383-5450
　問  法テラス南和法律事務所
　　（下渕やすらぎビル内）
　　☎ 050-3383-0025

19

　

令
和
２
年
８
月
の
入
居
の
公
営

住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
住
居

　

比
曽
第
三
町
営
住
宅（
２
戸
予
定
）

受
付
期
間

　

６
月
15
日
（
月
）
～
19
日
（
金
）

受
付
場
所

　

町
役
場 

人
権
施
策
推
進
室

応
募
資
格

　

令
和
２
年
６
月
15
日
時
点
で
１

年
以
上
、
町
内
に
住
所
ま
た
は
勤

務
場 

所
を
有
す
る
こ
と
。

※ 　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問  

町
役
場 

人
権
施
策
推
進
室

 　

（
内
線
１
２
６
・
１
２
７
）

公
営
住
宅
入
居
者
募
集

募

　

　

集

大淀町ふるさと応援寄附金

　

　3月中に次のみなさまから寄附をいただき

ました。

　南部環境開発株式会社 様　  5,000,000円

　田中　淳 様                           10,000円

　他　27名様

　みなさまの熱い想いを実現できるように、

大切に活用させていただきます。

　今後も変わらぬ応援をお願いいたします。



広　告

広　告

広　告

大淀町民憲章（平成3年11月1日制定）

わたくしたちは、吉野の、川と緑の恵み
を守り、豊かな文化と活力ある南和の中
核都市をめざし、この憲章を制定します。

れきの心と水と緑、はちたしくたわ ．１
いな町をつくります。

、び尊を権人にい互、はちたしくたわ ．１
共に生きるあたたかい町をつくります。

愛を土郷たれぐす、はちたしくたわ ．１
し、文化と教養の香りたかい町をつ
くります。

、みし親にツーポス、はちたしくたわ ．１
健康で仕事に励む活気ある町をつく
ります。

ど子、い敬を人老、はちたしくたわ ．１
もの夢を育て、生きがいのある町を
つくります。

梨花 アラカシ

　のうごき

このコーナーの「すまいる」の写真を

お待ちしています。申し込みは、町

役場企画政策課まで。
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広告は、町の新たな財源の創出を図るために掲載しています。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

　のうごき
令和２年3月31日現在

●人　口 17,336人（－59）

　　男 8,313人（－２8）

　　女　　　  9,0２3人（－31）

●世帯数        　7,403（－　1）

    　（　）内は前月との比較

（今木）

パパ・ママからのコメント

お兄ちゃんお姉ちゃんと仲良く

元気に大きくなってね！

東
ひがしやま

山 美
み づ き

月ちゃん
（平成31年１月29日生まれ）
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